
第９回 田沢湖・角館・西木合併協議会  
 
            日時 平成16年1月23日（金）  午後１時30分  
            場所 角館広域交流センター 多目的ホール  
 
 

会議次第  
 
１．開 会  
 
２．会長あいさつ  
 
３．会議録署名委員の指名について  
 
４．議 題  
 協議案第５号  新自治体の名称について（継続協議）  
  協議案第１０号 議会議員の定数及び任期の取扱いについて（継続協議）  
  協議案第１１号 農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについて  
                             （継続協議）

  協議案第２６号   補助金・交付金等の取扱いについて  
  協議案第２７号   消防防災関係事業の取扱いについて  
  協議案第２８号   障害者福祉事業の取扱いについて  
  協議案第２９号   児童福祉事業の取扱いについて  
  協議案第３０号   生活保護事業の取扱いについて  
  協議案第３１号   市（町村）立学校の通学区域の取扱いについて  
  協議案第３２号   学校教育事業の取扱いについて  
  協議案第３３号   文化振興事業の取扱いについて  
  協議案第３４号   コミュニティ活動の取扱いについて  
  協議案第３５号   社会教育事業の取扱いについて  
  協議案第３６号   地方税の取扱いについて（その２）（提案）  
  協議案第３７号   使用料、手数料等の取扱いについて（提案）  
  協議案第３８号   行政区の取扱いについて（提案）  
  協議案第３９号   納税関係事業の取扱いについて（提案）  
  協議案第４０号   商工・観光関係事業の取扱いについて（提案）  
  協議案第４１号 勤労者・消費者関連事業の取扱いについて（提案）  
  協議案第４２号   建設関係事業の取扱いについて（提案）  
 
 その他  
 
５．閉 会  
 



合 併 協 定 項 目 

                                                                                  （その１） 

NO． 項  目  名 提出月日 確認月日 

  １ 合併の方式について H15. 4.10 第１回 H15. 4.10 第１回

合併の期日について H15. 4.10 第１回     ２ 

（協議細目） 合併目標期日について H15. 4.10 第１回 H15. 4.10 第１回

  ３ 新自治体の名称について H15. 5.23 第２回   

  ４ 新自治体の事務所の位置について H15. 5.23 第２回   

財産の取扱いについて H15. 5.23 第２回     ５ 

（協議細目） 財産の取扱いについて（財産区除く） H15. 5.23 第２回 H15. 5.23 第２回

  ６ 一般職の職員の身分の取扱いについて H15. 5.23 第２回 H15. 5.23 第２回

新市町村建設計画について H15. 5.23 第２回     ７ 

（協議細目） 新市町村計画の概要について H15. 5.23 第２回 H15. 5.23 第２回

  ８ 議会の議員の定数及び任期の取扱いについて H15. 6.27 第３回   

  ９ 農業委員会の委員の定数及び任期の取扱いについて H15. 6.27 第３回   

地方税の取扱いについて H15. 6.27 第３回   

（協議細目） 地方税の取扱いについて（その１） H15. 6.27 第３回 H15. 7.25 第４回

１０ 

（協議細目） 地方税の取扱いについて（その２） H15.11.28 第８回   

１１ 特別職の職員の身分の取扱いについて H15. 7.25 第４回 H15. 7.25 第４回

１２ 介護保険事業の取扱いについて H15. 7.25 第４回 H15. 7.25 第４回

１３ 慣行の取扱いについて H15. 8.29 第５回 H15. 9.26 第６回

各種事務事業の取扱いについて H15. 8.29 第５回 H15. 9.26 第６回

（協議細目） 国際交流・広域交流事業の取扱いにつ 

いて 

H15. 8.29 第５回 H15. 9.26 第６回

（協議細目） 広報広聴関係事業の取扱いについて H15. 8.29 第５回 H15. 9.26 第６回

（協議細目） 納税関係事業の取扱いについて H15.11.28 第８回   

（協議細目） 消防防災関係事業の取扱いについて H15.10.24 第７回   

（協議細目） 交通安全関係事業の取扱いについて H15. 8.29 第５回 H15. 9.26 第６回

（協議細目） 窓口業務の取扱いについて H15. 8.29 第５回 H15. 9.26 第６回

（協議細目） 障害者福祉事業の取扱いについて H15.10.24 第７回   

（協議細目） 高齢者福祉事業の取扱いについて H15. 8.29 第５回 H15. 9.26 第６回

（協議細目） 児童福祉事業の取扱いについて H15.10.24 第７回   

（協議細目） 生活保護事業の取扱いについて H15.10.24 第７回   

（協議細目） 商工・観光関係事業の取扱いについて H15.11.28 第８回   

（協議細目） 勤労者・消費者関連事業の取扱いにつ 

いて 

H15.11.28 第８回   

１４ 

（協議細目） 建設関係事業の取扱いについて H15.11.28 第８回   

 

 



合 併 協 定 項 目 

                                                                                   （その２） 

NO． 項  目  名 提出月日 確認月日 

（協議細目） 市（町村）立学校の通学区域の取扱い 

について 

H15.10.24 第７回   

（協議細目） 学校教育事業の取扱いについて H15.10.24 第７回   

（協議細目） 文化振興事業の取扱いについて H15.10.24 第７回   

（協議細目） コミュニティ活動の取扱いについて H15.10.24 第７回   

 

（協議細目） 社会教育事業の取扱いについて H15.10.24 第７回   

１５ 条例・規則等の取扱いについて H15. 9.26 第６回 H15.10.24 第７回

１６ 公共的団体等の取扱いについて H15. 9.26 第６回 H15.10.24 第７回

１７ 補助金・交付金等の取扱いについて H15.10.24 第７回   

１８ 使用料、手数料等の取扱いについて H15.11.28 第８回   

１９ 行政区の取扱いについて H15.11.28 第８回   

 

 



協議案第５号  
 
   新自治体の名称について（継続協議）  
 
 
 
 



協議案第５号 

 

   新自治体の名称について（継続協議） 

 

 

 新自治体の名称については、本協議会の前身である仙北北部合併協議会（以下「任意協

議会」）において、「新自治体の地理的位置と地域的特性を全国的にイメージできる名称

とする。決定方法は公募によらず現在の名称を基にし、法定協議会で協議のうえ決定する。」

との確認がなされております。 

 本協議会では、任意協議会におけるこの確認事項を踏まえながら、平成１５年５月２３

日開催の第２回合併協議会から協議を開始し、その後継続して協議を行ってまいりました。

 同年８月２９日開催の第６回合併協議会における「新自治体の名称は、「田沢湖」と「角

館」を連ねたものとする。」という三町村長の名称案は、任意協議会での確認事項や本協

議会の場における、これまでの一連の協議内容を踏まえ、これを集約したうえで提案した

ものでした。 

 しかし、この提案によっては、合併協議会としての意見の集約ができなかったわけであ

りますので、この際、同年６月２７日開催の第３回合併協議会での確認事項である新自治

体の名称の決定方法まで立ち返り、あらためて本協議会で協議することが適当であると考

えます。 

  新自治体の名称については、協議を始めてから８か月を経過しており、現段階における

地域住民の考えを、今一度、確認・整理することが、今後の協議を進めるうえで、有益で

あると判断いたしました。 

 このため、第３回合併協議会において、名称については公募しないとの確認がなされて

いるわけではありますが、地域住民から新自治体の名称についての考えを直接うかがい、

その結果を本協議会での協議の過程に反映させるため、協議案第５号について、次のよう

に変更することを提案します。 

 

 

  新自治体の名称については、新自治体の地理的位置と地域的特性を全国的にイメー 

 ジできる名称とする。決定方法は、地域住民から現町村名を単独では用いない名称案 

 を広く募集し、その結果に「田沢湖」、「角館｣、｢西木」の三市を加え、法定協議会 

 で協議のうえ決定する。 

 

                                              注 下線の部分が変更箇所 

 



  
 
 
                                                                      
         既 提 案 内 容                            新 提 案 内 容  (案） 
 
 
 新自治体の名称については、新自治体の地理的位置と地域的特    新自治体の名称については、新自治体の地理的位置と地域 
性を全国的にイメージできる名称とする。決定方法は公募によら   的特性を全国的にイメージできる名称とする。決定方法は、 
ず現在の名称を基にし、法定協議会で協議のうえ決定する。        地域住民から現町村名を単独では用いない名称案を広く募集 
                                                                     し、その結果に「田沢湖」、「角館」、「西木」の三市を加え、 
                                                                     法定協議会で協議のうえ決定する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


